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7 施策体系 
（1）持続可能な開発目標（SDGs）＊に向けた施策              

豊島区では令和 2 年に内閣府より、SDGs への優れた取組を行う「SDGs 未来都市」

に選定され、先導的な取組として「池袋駅周辺  4 公園を核にしたまちづくり」、「暮らし

の中にある小さな公園の活用」が「自治体 SDGs モデル事業」に選定されました。みど

りの基本計画においても、持続可能なまちづくりの推進に向けて、SDGs の目標と関連

する施策の展開を図ります。 

 
＊持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）は、国連総会（2015）で採択された「持続可能な開

発のための 2030 アジェンダ」に掲げられた国際目標で、17 の目標で構成され、環境・社会・経済の 3 つの側面を

統合的に解決する考え方となっています。 

 

  ●みどりの基本計画の施策に関連する SDGs の目標（  ） 

出典︓外務省ホームページ「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」より抜粋・追記 

健 康 に 寄 与 す る  

環 境 形 成  

環 境 教 育 ・ 生 涯 学 習  

の 機 会 促 進  

安 全 ・ 持 続 可 能 な  

ま ち づ く り 、  

み ど り の つ な が り 形 成  

環 境 に 寄 与 す る  

ラ イ フ ス タ イ ル の

推 進  

気 候 変 動 ・  

自 然 災 害 の 対 策  

陸 上 資 源 の 保 全 ・  

持 続 可 能 な 利 用 、  

生 物 多 様 性 の 確 保  

公 民 や 多 様 な 主 体  

の パ ー ト ナ ー  

シ ッ プ の 推 進  

水 循 環 の 環 境 保 全  

SDGs の詳細 

 

目標 1  あらゆ る場 所のあ らゆ る形態 の貧 困を 終わら せる 。 
目標 2  飢餓を 終わ らせ、 食料 安全保 障及 び栄 養改善 を実 現し、 持続可 能な 農業 を促進 する 。  
目標 3  あらゆ る年 齢のす べて の人々 の健 康的 な生活 を確 保し、 福祉を 促進 する 。  
目標 4  すべて の人 に包摂 的か つ公正 な質 の高 い教育 を確 保し、 生涯学 習の 機会 を促進 する 。  
目標 5  ジェン ダー 平等を 達成 し、す べて の女 性及び 女児 の能力 強化を 行う 。  
目標 6  すべて の人 々の水 と衛 生の利 用可 能性 と持続 可能 な管理 を確保 する 。  
目標 7  すべて の人 々の、 安価 かつ信 頼で きる 持続可 能な 近代的 エネル ギー への アクセ スを 確保す る。  
目標 8  包摂的 かつ 持続可 能な 経済成 長及 びす べての 人々 の完全 かつ生 産的 な雇 用と働 きが いのあ る  

人間ら しい雇 用(ディ ーセン ト・ ワー ク)を促進 する 。  
目標 9 強靱(レジ リエ ント)なイ ンフ ラ構築 、包 摂的か つ 持続可 能な産 業化 の促 進及び イノ ベーシ ョン  

の推進 を図る 。  
目標 10 各国内 及び 各国 間の不 平等 を是正 する 。  
目標 11 包摂的 で安 全か つ強靱(レ ジリ エント)で 持続 可能 な都市 及び人 間居 住を 実現す る。  
目標 12 持続可 能な 生産 消費形 態を 確保す る。  
目標 13 気候変 動及 びそ の影響 を軽 減する ため の緊急 対策 を講じ る。  
目標 14 持続可 能な 開発 のため に海 洋・海 洋資 源を保 全し 、持続 可能な 形で 利用 する。  
目標 15 陸域生 態系 の保 護、回 復、 持続可 能な 利用の 推進 、持続 可能な 森林 の経 営、砂 漠化 への対 処  

ならび に土地 の劣 化の 阻止・ 回復 及び生 物多 様性 の損失 を 阻止す る。  
目標 16 持続可 能な 開発 のため の平 和で包 摂的 な社会 を促 進し、 すべて の人 々に 司法へ のア クセス を  

提供し 、あら ゆる レベ ルにお いて 効果的 で説 明責 任のあ る 包摂的 な制度 を構 築す る。  
目標 17 持続可 能な 開発 のため の実 施手段 を強 化し、 グロ ーバル ・パー トナ ーシ ップを 活性 化する 。  

資料 3



（2）施策体系                                            赤字：改定案（現行計画の追加修正箇所）、強調フォント：第 2 回意見等の反映 

基本方針 施   策  主に関連する SDGs の目標  取   組 

みどりのネッ

トワークを 

つくる 

1)風とみどりの道の形成 

〜みどりの骨格軸・みどりの軸の形成〜 

 

 

 

①風とみどりの道の形成と充実 
1 重点取組：街路樹診断の実施と健全に樹形を保つ管理  2 池袋副都心軸のみどりのネットワーク化の推進   
3  4 つの拠点公園のみどりの充実   4  都市計画道路整備によるみどり軸の形成  
5  既存道路の再整備等による快適な歩行者空間の創出 

②まちあるき・歴史探訪の道のみどりの保全・活用 
1 神田川側道の桜並木の保全・活用   2 谷端川の緑地の充実  3 都立霊園のみどりの保全・活用    
4 大学のみどりの保全  5 みどりを巡るルートの選定と PR（みどりの骨格軸・みどりの拠点、地域のみどりなど） 

2)学校と地域のみどりのネットワーク  ①みどりの縁むすび：地域と連携した学校の森の育成（環境教育の推進） ②地域のみどりをつなぐ学校の緑縁空間づくり 
③学校の校庭芝生化   ④学校の屋上緑化・壁面緑化の推進 

3)生態系に配慮したネットワークの形成 
 ①みどりと水の保全•創出とつながりの確保    ②みどりの縁むすび：生態系に配慮した公園づくりと育成管理  

③みどりの縁むすび：学校教育でのビオトープづくりと育成管理 
  

身近にふれあ

えるみどりを 

広げる 

1)公共施設の緑化    
①公共施設緑化の推進               ②公共施設の緑地管理 
③グリーンインフラの効果を高める方法の検討と実施 ④生きものとふれあうみどりづくり 

2)民有地の緑化  
 

 

①指導・協議による緑化 ②壁面緑化による指導内容の充実 ③接道緑化助成 ④屋上緑化・壁面緑化の啓発と助成    
⑤保護樹木・樹林·生垣の指定 ⑥みどりの協定の推進  ⑦大規模民間施設の建築物の緑化推進 ⑧緑化推進制度の活用           
⑨緑化重点地区の活用   ⑩公開空地等の緑化の質の向上 ⑪都市緑地法による緑化基準の検討 

3)あらゆる都市空間の緑化推進  
 

 
①季節を感じるみどりと憩いの場づくり（(仮)みどりのまちかど）  ②立体的な緑化の推進                
③都電敷の緑化                   ④グリーンインフラの効果を高める雨水の地下浸透の促進 

4)都市の防災性を向上するための緑化  
 

 
①防災性向上に配慮した緑化の推進                  ②生垣化の促進 

5)重点施策：みどりによる美しい景観

づくり 
   

重点取組：(仮)「区民がつくる身近なみどり・公園のフォトコンテスト」の実施 

      

みんなでみど

りを育み、大

切さを伝える 

1)区民参加によるみどりのまちづくり  
 

 
①みどりを育む体験学習の実施（みどりの里親体験）    ②（仮称）「窓辺グリーンプロジェクト」の推進 
③区民参加によるみどりの空間づくり     ④区民参加によるみどりの空間の管理     ⑤「としま生きものさがし」の実施  

2)みどりの啓発事業の推進    

①活動参加を促進する PR の推進  ②緑のカーテンづくりの推進    ③緑化講習会の開催  
④生物多様性に関する観察会の実施   ⑤落ち葉等のリサイクルの促進 ⑥緑化情報の発信   ⑦みどりの名所を巡るルート

づくり    ⑧みどりの基金の充実   ⑨交流都市と連携したみどりの拡大   ⑩染井よしの発祥地としての PR  

3)区民や事業者などの主体的な緑化活

動支援 
 

 
 

①重点取組：みどりを育む担い手の育成        ②重点取組：みどりのボランティアや活動団体への支援の促進   
③区民、区内企業・大学等緑化活動の事例紹介（多様な主体と連携した緑化） 
④相互交流の機会創出（地方との苗・木材の交換による相互交流等） 

4)区民ニーズ・評価を反映する仕組み    
みどりの意識調査と公園の利用実態調査の実施 

  

拠点となるみ

どりを増やし

活用する 

1)地域の拠点となる公園の配置  
 

 
①池袋駅周辺 4 公園のみどりの拠点化           ②地域での計画的な配置     
③今後整備する公園等の検討  

2)民有緑地の保護・保全・活用    
①重点取組：社寺・大学等の樹木・樹林保全の制度の充実  ②民有緑地の地域住民による保護活動の検討 
③地域住民おすすめのみどりの散歩マップの作成 

3)重点施策：市民緑地認定制度の導入  
 

 
重点取組：市民緑地認定制度導入の検討 

      

地域の人々に 

愛され、親し

まれる公園を

育てる 

1)公園の維持管理    
①公園施設長寿命化計画等に基づく施設の点検と計画的な修善     ②高木の大規模剪定等の中長期計画を検討と実施 
③清掃・花壇管理ボランティア及び小広場の自主管理の仕組みの普及啓発 

2)公園の利用管理 

 

 

 

①利用マナーの意見交換会の実施        ②他分野と連携した利用占用の対策 
③利用促進 PR と利用情報の発信方法の検討と実施 

3)重点施策：(仮称)「パーク・グリーンイン

フラ」の推進 

○公園の再整備・小規模公園の整備 

 

①地域の公園を考える住民参加の仕組みづくり  ②インクルーシブの考え方を取り入れた公園づくり 
③公園のグリーンインフラ整備 

○公園の活用・運営    
①地域コミュニティの拠点となる活用・運営の仕組みづくり          ②中小規模公園プロジェクトの充実 
③立地特性を生かした公民連携による公園の運営管理（Park-PFI の導入など）  

将
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8 施策  

 

  5 つの基本方針を実現するための施策に取組んでいきます。早期に実現すべき施策と施策

の具体的な取組を重点施策・重点取組とします（★）。 
 

基本方針 1 みどりのネットワークをつくる 

 

◼施策 1：風とみどりの道の形成 

〜みどりの骨格軸・みどりの軸の形成〜  

 

大規模なみどりや敷地内のみどりを街路樹などでつなげ、風の通り道となり緑陰を連続する

ことにより都市のヒートアイランド現象の緩和や快適性の向上を図ることができます。隣接区

のみどりのネットワーク軸とも連続する「みどりの骨格軸」と「みどりの南北軸」にある街路

樹を充実させ、軸沿いの「みどりの拠点」の保全と民有地の公開空地・歩道状空地などで緑陰

となる緑化を推進して、風とみどりの道の形成を図っていきます。また、グリーン大通り、放

射 36 号線、環状 5 の 1 号線、環状 6 号線（山手通り）、補助 172 号線、補助 173 号線な

どの都市計画道路と既存道路の緑化の推進と維持管理の充実、及びまちあるきや歴史探訪の道

のみどりを充実するなど、みどりのネットワークの質的向上を目指します。 

 

●取組 

①風とみどりの道の形成と充実 

①-1  ★重点取組：街路樹診断の実施と健全に樹形を保つ管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-2  池袋副都心軸のみどりのネットワーク化の推進 

 ①-3  4 つの拠点公園のみどりの充実  

①-4  都市計画道路整備によるみどり軸の形成 

 ①-5 既存道路の再整備等による快適な歩行者空間の創出 

 

②まちあるき・歴史探訪の道のみどりの保全・活用 

②-1 神田川側道の桜並木の保全・活用 

②-2 谷端川の緑地の充実 

②-3 都立霊園のみどりの保全・活用 

②-4 大学のみどりの保全 

②-5 みどりを巡るルートの選定と PR（みどりの骨格軸・みどりの拠点、地域のみどりなど） 

 

今回の提案 

黒字：現行計画  赤字：追記事項 

（写真：劇場通りの街路樹） 

風とみどりの道の機能が発揮されるた

めには、街路樹を良好な状態で維持する

ことが重要となります。 

街路樹の状態を把握して、支障がある

場合に対策するための樹木診断を行う

とともに、健全に樹形を保つための維持

管理を推進していきます。 
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◼施策 2：学校と地域のみどりのネットワーク    

 

 

区立学校は地域の拠点であり、緑の充実は地域の緑化のシンボルとなります。また、防災拠

点としての機能向上、ヒートアイランド現象の緩和対策となります。 

そこで、校庭の芝生化や屋上・壁面緑化など、多様な緑化手法を用いて学校緑化の推進に努

めます。一方、区立学校は建て替えの時期を迎えており、学校の改築にあたっては、既存の樹

木の保存に留意しながら、みどり豊かな環境整備や、塀を後退させて遊歩道を確保するなど地

域に開かれた空間づくりに努めます。 

また、地域と連携した学校の森づくりを通して、子どもたちが身近な自然に触れ、命の尊

さを学ぶ機会をつくることで、自然保護の重要性や環境を守ることの素晴らしさを実感でき

る環境教育を推進します。 

 

●取組 

①地域と連携した学校の森の育成（環境教育の推進）：「みどりの縁むすび」 

②地域のみどりをつなぐ学校の緑縁空間づくり 

③学校の校庭芝生化 

④学校の屋上緑化・壁面緑化の推進 

 

 

池袋副都心軸のみどりのネットワーク
化の推進（写真：グリーン大通り） 

4 つの拠点公園のみどりの充実 
（写真：南池袋公園） 

神田川側道の桜並木の保全・活用 
（写真：神田川側道） 

都立霊園のみどりの保全・活用 
（写真：雑司ケ谷霊園） 
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◼施策 3：生態系に配慮したネットワークの形成 

 

 

緑地や水辺が少ない豊島区では、生物多様性を保つには、生きものがすめる環境を守り、増

やしていくことが重要です。さらに、孤立した緑地では限られた生きものしか生息・生育でき

ないため、緑地間のつながりが必要です。そのために、豊島区環境基本計画における生物多様

性地域戦略に基づき、「生物多様性を保全する」、「みどりを保全・創出する」、「人と自然のつな

がりを深めるまちをつくる」施策の方向と連携して、みどりと水のネットワークの形成を図り

ます。 

 

●取組 

①みどりと水の保全•創出とつながりの確保 

②生態系に配慮した公園づくりと育成管理：地域活動による「みどりの縁むすび」 

③学校教育でのビオトープづくりと育成管理：小学生と地域活動による「みどりの縁むすび」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校の屋上緑化・壁面緑化の推進 
（写真：目白小学校） 

「みどりの縁むすび」：地域と連携した学校
の森の育成 
（写真：長崎小学校） 

「みどりの縁むすび」：生態系に配慮した公園
づくりと育成管理 
（写真：南長崎はらっぱ公園） 

「みどりの縁むすび」：学校でのビオトープづくりと育成管理 
（出典：ひろがる豊島区の自然再生の「わ」） 
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基本方針 2 身近にふれあえるみどりを広げる 

 
 
施策 1：公共施設の緑化 

 

 

みどり豊かなまちづくりを進めていくうえで、公共施設は地域の緑化モデル、推進の核とな

る役割があり、積極的な緑化により地域のみどりの拠点として整備し、みどりや生きものとの

ふれあいを広げる場となるように維持していきます。 

さらに、公共空間でグリーンインフラの効果を高める方法でみどりの整備を図ります。 

 

●取組 

①公共施設緑化の推進 

②公共施設の緑地管理 

③グリーンインフラの効果を高める方法の検討と実施 

④生きものとふれあうみどりづくり（生物多様性に配慮した緑化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 2：民有地の緑化 

 

 

民有地のみどりを維持し保全していくことは豊島区の緑化推進にとって重要となっていま

す。このため、「豊島区みどりの条例」に基づく指導による緑化と助成制度による緑化を組み

合わせて推進するとともに、都市緑地法の改正に基づいた緑化基準の検討を行います。 

 

●取組 

①指導・協議による緑化 

②壁面緑化による指導内容の充実 

③接道緑化助成 

④屋上緑化・壁面緑化の啓発と助成 

生きものとふれあうみどりづくり 
（写真：豊島区役所豊島の森） 

公共施設緑化の推進、公共施設の緑地管理 
（写真：豊島区本庁舎） 
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⑤保護樹木・樹林・生垣の指定 

⑥みどりの協定の推進 

⑦大規模民間施設の建築物の緑化推進 

⑧緑化推進制度の活用 

⑨緑化重点地区の活用 

⑩公開空地等の緑化の質の向上 

⑪都市緑地法による緑化基準の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 3：あらゆる都市空間の緑化推進 

 

 

 

日々の暮らしに潤いを与えるみどりを増やしていくために、低未利用地や歩道沿いなどの街

角空間を利用して、季節を感じるみどりと憩いの場を創出します。 

また、高密都市である豊島区で緑化を進めるためには、屋上、壁面、鉄道敷などのあらゆる

空間を活用しながら、様々な緑化手法を用いて緑化を推進する必要があります。そのため、多

様な空間に応じた関係者との調整等に積極的に取り組み、関係機関等と一体となって緑化を推

進します。緑化とともに雨水の地下浸透を促進し、グリーンインフラの推進を図ります。 

壁面緑化による指導内容の充実 
（写真：目白の商業施設） 

保護樹木・樹林・生垣の指定 
（写真：鬼子母神*の保護樹林） 

公開空地等の緑化の質の向上 
（写真：池袋東地域のオフィスビル） 

屋上緑化・壁面緑化の啓発と充実 
（写真：池袋東地域の寺院） 
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●取組 

①季節を感じるみどりと憩いの場づくり（まちづくり広場） 

②立体的な緑化の推進 

③都電敷の緑化  

④グリーンインフラの効果を高める雨水の地下浸透の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 4：都市の防災性を向上するための緑化推進 

 

 
 

平成 24 年に東京都が行った「首都直下地震等による東京の被害想定」は、前回平成 18 年

の想定より被害が減少し、区内の 大被害は、建物全壊棟数 1,679 棟、火災による焼失棟数

1,355 棟、避難者 52,485 人でした。しかし、震度 6 強となる面積の割合が 1.5％から 11.6％

に上昇しました。（R4 度に見直しの公表予定を受けて反映） 

安全・安心な都市づくりは、区が取り組むべき重要な施策となっています。 

本計画においても、みどりの観点から防災機能を備えた都市の実現を目指します。 

 

●取組 

①防災性向上に配慮した緑化の推進 

②生垣化の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(仮)みどりのまちかど：季節を感じるみどり
と憩いの場づくり 
（写真：池袋東地域のまちかど広場） 

都電敷の緑化 
（写真：都電荒川線沿いと都電敷のみどり） 

防災性向上に配慮した緑化の推進 
（写真：としまみどりの防災公園（イケ・
サンパーク）） 

(出典：東京都交通局 HP） 

生垣化の促進 
（写真：目白地域の住宅地） 
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施策 5：★重点施策 みどりによる美しい景観づくり 

 

 

基本理念の「都市にふさわしい質の高いみどり」、「五感にうったえるみどりの空間」を実感 

することができる身近にあるみどりや公園について、区民自らが関わって美しい景観を広げて

いくことにつながる取組を実施します。 

 

●取組 

○(仮)「区民がつくる身近なみどり・公園フォトコンテスト」の実施 

 区民や地域の団体などが街並みのみどりや公園の美しい景観づくりに貢献している事例を 

区民が選び、表彰するフォトコンテストを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 3 みんなでみどりを育み、大切さを伝える 

 

施策 1：区民参加によるみどりのまちづくり 

 

公共施設の整備や維持管理、調査等その他の施策について、様々な方法での区民参加を推 

進していきながら、区と区民のパートナーシップを拡大するとともに、子どもたちがみどりと

のふれあいから大切さを実感する取組や、区民がみどりを育てる体験を通してまちづくりに貢

献する取組を実施します。 

(仮)区民がつくる身近なみどり・公園フォトコンテストの実施 
（写真上左：集合住宅の外構 上中：保育園のみどり 上右：玄関先の花 

下左：目白の森の花壇 下右：中学校外周歩道の花壇） 
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●取組 

①みどりを育む体験学習の実施：みどりの里親体験（どんぐり・苗の育成） 

②（仮）「窓辺グリーンプロジェクト」の推進：ベランダ・窓辺・玄関先のガーデニング 

支援（講習会、PR パンフレット、つる植物・いのちの森苗木配布などとの連携） 

③区民参加によるみどりの空間づくり：地域住民参加の手法の実施（ワークショップ・説明 

会・協議会など） 

④区民参加によるみどりの空間の管理：公園・広場・小中学校緑縁空間の維持管理、協定花 

壇、学校の森の育成活動 

⑤「としま生きものさがし」の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 2：みどりの啓発事業の推進 

 

 

区民、事業者、区が連携しながら、みどりづくりへの気運を醸成していくために、楽しみ

ながらみどりに親しむという観点で意識啓発につながる取組や活動参加の PR を進めていき

ます。 

 

●取組 

①活動参加を促進する PR の推進 

②緑のカーテンづくりの推進 

③緑化講習会の開催  

④生物多様性に関する観察会の実施 

⑤落ち葉等のリサイクルの促進 

⑥緑化情報の発信 

⑦みどりの名所を巡るルートづくり 

⑧みどりの基金の充実 

⑨交流都市と連携したみどりの拡大 

⑩染井よしの発祥地としての PR  

 

（仮）「窓辺グリーンプロジェクト」の推進 
（写真左：ベランダのガーデニング 右：玄関先のガーデニング） 

区民参加によるみどりの空間の管理 
（写真：区民ひろば・公園の協定花壇） 

緑のカーテンづくりの推進 
緑化講習会の開催 
（写真：豊島区公式 としま ななまる チャンネル 

Web 講習会） 
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施策 3：区民や事業者などの主体的な緑化活動支援 

 

 

緑化に対して積極的な取組を検討している人々・企業・大学等が増えています。本区でも緑

化を一層進めていけるよう、そうした事例を紹介し、また相互に交流や情報・ノウハウの交換

ができるような仕組みづくりを進めていきます。そうした中で、区民・企業・団体・大学など

が主体的にみどりに関わる活動や担い手となる人材の育成を支援していきます。 

 

●取組 

①★重点取組：みどりを育む担い手の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

②★重点取組：みどりのボランティアや活動団体への支援の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③区民、区内企業・大学等緑化活動の事例紹介（多様な主体と連携した緑化） 

④相互交流の機会創出（地方との苗・木材の交換による相互交流等） 

 

 

 

施策 4：区民ニーズ・評価を反映する仕組み 

 

 

本計画の目標を評価するとともに、区民ニーズを施策・取組に反映するために、みどりや

公園に関する区民の意識調査や来街者を含めた利用実態調査を行っていきます。 

 

●取組 

○みどりの意識調査と公園の利用実態調査の実施 

みどりのボランティアや活動団体への支援の促進 
（写真：公民連携による公園のコミュニティガーデン） 

みどりを育む担い手の育成 
（写真：小学校児童によるソメイヨシノの苗木育成） 

緑化や公園の活動などに関わる担い手

を育成する講習会や、次世代を担うこど

もたちがみどりを育む実践の場を増や

していきます。 

みどりのボランティアやみどりの協定

に基づく活動団体など、区民・企業・団

体・大学などが主体的にみどりに関わる

活動に対して、資材の提供や技術的なア

ドバイスなどの支援を促進します。 
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基本方針 4 拠点となるみどりを増やし活用する 

 

施策 1：地域の拠点となる公園の配置 

 

豊島区にはまとまった規模の公園や空地が少なく、小規模な公園の設置数が充足してい 

る中で、地域間の不均衡を是正しつつ、地域の活動拠点となり得る広々とした街区公園＊よ 

り大きいまとまった規模の公園づくりを目指します。 

まとまった規模の公園は幼児から高齢者までの多様な人々が、同時に集い、遊び、憩うこ

とのできる、まさしく地域活動の拠点になります。一方で、災害時には避難場所、救援活動

の場として活用されるほか、公園そのものが延焼遮断帯として機能します。そのため耐火性

の高い樹種による植栽帯を設けるなどの災害に対応した公園整備を行います。また、公園は 

生物の生息・生育空間として重要な場となります。このような複合的な機能の存在を効果的

に発揮できる公園整備を行います。 

池袋駅周辺 4 公園は、特徴ある各公園が連携して多様な機能を発揮できることから、まち

の魅力とにぎわいを支える、みどりと活動の拠点として維持していきます。                                                                                  

 

●取組 

①池袋駅周辺 4 公園のみどりの拠点化 

②地域での計画的な配置 

③今後整備する公園等の検討 

 

＊街区公園：近所に住む人々が身近に利用できる公園で、国では概ね 2500m2 程度の面積としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池袋駅周辺 4 公園のみどりの拠点化 
（写真：としまみどりの防災公園（イケ・
サンパーク）） 

地域での計画的な配置 
（写真：旧高田小学校の雑司が谷公園） 
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施策 2：民有緑地の保護・保全・活用 

 

 

社寺境内や大学などはその地域の中心的存在であり、豊かな緑を保っている空間です。それ

らがもつ歴史や文化性、地域の人々の愛着の点からも、保護・保全していくべきものが数多く

あります。特に社寺のみどりについては老木が多く、手当てが必要な樹木も見られます。 

これらの施設内の樹木・樹林の保護、敷地細分化や大規模な土地利用転換の防止を図るた

め、保全に関する制度の充実や建て替え時にきめ細かな協議を行っていきます。 

こうした緑地に対する地域の人々の愛着をより深め、広げるための方策として、公開してい

る緑地や歴史のある緑地等のみどころを地域の人々とともに散歩マップにまとめていきます。 

また、地域住民が参加できる、地域の貴重な樹木の保護活動について検討します。 

 

 ●取組 

①★重点取組：社寺・大学等の樹木・樹林保全の制度の充実 

  社寺・大学等の歴史ある貴重な樹木を良好な状態で維持するための手当てなど、民有 

緑地の保護樹木・保護樹林の指定を促進するとともに、維持管理を支援するための制度 

を充実します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②民有緑地の地域住民による保護活動の検討 

③地域住民おすすめのみどりの散歩マップの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社寺・大学等の樹木・樹林保全の制度の充実 
（写真左：学習院大学  中：日本女子大学 右：雑司が谷大鳥神社） 

地域住民おすすめのみどりの散歩マップの作成 
（写真左：雑司が谷旧宣教師館 右：地元・大学等参加して作成「がやがやお散歩マップ」） 
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施策 3：★重点施策 市民緑地認定制度の導入 

 

 

  

企業が所有する土地や個人所有地、空き地などは緑地が不足している地域において、貴重

な緑地空間になることができます。民有地の緑地を充実して公開して民間が自ら管理した

り、空き地に緑地空間を創出し地域活動の場として有効に活用するために、「市民緑地認定制

度」を導入する検討を進めます。 

 

●取組 

○市民緑地認定制度導入の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 5 地域の人々に愛され、親しまれる公園を育てる 

 

施策 1：公園の維持管理 

 

 

 

地域の人々に愛され、親しまれる公園となるよう、また、安全・安心に配慮して利用者が快

適に利用できるよう公園の成長過程に応じた維持管理を適切に行っていきます。 

区では、平成 26 年 3 月に「豊島区公園施設長寿命化計画」、平成 27 年 3 月に「豊島区

公共施設等総合管理方針」を策定しました。 

これらの計画等に基づき、公園施設の点検、調査を実施し、その結果に基づき、公園施設の

安全性の確保及び維持管理経費縮減の観点から、公園施設の計画的な修繕、改修を行います。 

樹木の管理については、高木の成長に伴う大規模な剪定、さらには必要な更新など中長期の

計画の検討を行って実施していきます。 

また、公園の清掃や花壇等の管理を行うボランティアや小広場の自主管理について、住民参

市民緑地認定制度導入の検討 
（出典：市民緑地認定制度活用の手引き 国交省） 
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加の仕組みづくりの普及啓発に努めていきます。 

 

●取組 

①公園施設長寿命化計画等に基づく施設の点検と計画的な修繕 

②高木の大規模剪定等の中長期計画を検討と実施 

③清掃・花壇管理ボランティア及び小広場の自主管理の仕組みの普及啓発 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 2：公園の利用管理 

 

 

 

公園は、憩い、遊ぶ自由な空間ですが、不特定多数の人が集まる空間であるため、一定のル

ールが必要となります。現在は法律や条例などに掲げられた禁止行為など、 低限のルールを

定めていますが、利用方法や利用する時間帯などで、利用者相互あるいは利用者と隣接住民と

の間で様々なトラブルが発生しています。トラブルの要因には、公園を占用したり利用マナー

の欠如によるケースも多くなっています。 

トラブルの内容は、公園の施設内容や周辺状況、地域の世帯構成等によって異なり、一概に

条例等で規制すればよいというものでもありません。個々の公園ごとに、地域住民の公園とし

て、利用者相互が主体的に話し合い、利用上のトラブルを解決していく方法が 善です。 

地域住民だけではなく、事業者や学生など多くの意見を取り入れた利用マナーを検討し、解

決へ向けた対策を講じていきます。 

公園の利用を促進するために、花の見どころやイベント開催、中小規模公園プロジェクトの

実施場所などの情報発信方法を検討し運用していきます。 

 

●取組 

①利用マナーの意見交換会の実施 

②他分野と連携した利用占用の対策 

③利用促進 PR と利用情報の発信方法の検討と実施 

清掃・花壇管理ボランティア及び小広場の自主管理の仕組みの普及啓発 
（出典左：雑司が谷ひろばくらぶ HP 雑司が谷公園の清掃・花壇ボランティア 

右：としまクリーンサポーターHP 区内企業・団体による環境美化活動） 
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施策 3：★重点施策 （仮称）「パーク・グリーンインフラ」の推進 

 

 

  

 

地域ごとに複数ある公園がまとまって効果的に機能を発揮する利活用と運営方法について、

区民・事業者・区が共に考え、必要に応じて地域課題に対応した再整備や新たな整備を行う（仮

称）「パーク・グリーンインフラ」の取組を推進します。 

 

公園の再整備・小規模公園の整備 

 

老朽化が進んだ公園、社会情勢や世帯構成、周辺環境などの変化に適合しなくなった公園に

ついては、地域に愛され、親しまれる公園として再整備する必要があり、新たに身近な公園を

整備する場合を含めて、小規模な公園が多い豊島区の特性に配慮し、それぞれの公園に役割を

持たせつつ互いに補完し合うような整備内容としていきます。 

公園の再整備・整備にあたっては、地域住民などが参加して検討し、まちあるきの利用も考

慮して、地域に点在する公園を巡ることにより、さまざまな機能を利用して幅広い楽しみ方が

できるようにします。また、誰もが共に利用できるインクルーシブの考え方や、みどりと生物

に触れ合う場づくり、防災機能の整備、雨水浸透を図るなど、地域の環境にも貢献するグリー

ンインフラを考慮した整備などを行います。 

 

●取組 

①地域の公園を考える住民参加の仕組みづくり 

②インクルーシブの考え方を取り入れた公園づくり 

③公園のグリーンインフラ整備	

利用マナーの意見交換会の実施 
（出典：西東京市 HP 公園の青空こんだん会） 

利用促進 PR と利用情報の発信方法の検討と実施
（出典：イケ・サンパーク HP・Twitter） 
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公園の活用・運営 

 

より魅力的でにぎわいのある公園とするために、公園の使い方がより柔軟なものに見直さ

れつつあります。本区でも南池袋公園やイケ・サンパークのように、カフェを設置したりイベ

ントを行うなどの先進事例や、中小規模公園プロジェクトで実施されたパークトラックの活動

などの取組があります。このような公園の使い方について、公民連携による運営管理や地域活

動による活用など、立地特性を生かし地域の実情に合った公園の活用・運営を検討・推進し、

公園が地域のにぎわい拠点となるように努めます。 

 

●取組 

①地域コミュニティの拠点となる活用・運営の仕組みづくり 

②中小規模公園プロジェクトの充実                  

③立地特性を生かした公民連携による公園の運営管理：Park-PFI の導入など 
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地域の公園を考える住民参加の仕組みづくりと公園の再整備 
（写真：西巣鴨二丁目公園） 

中小規模公園活用プロジェクトの充実 
（写真：巣鴨公園） 

地域コミュニティの拠点となる活用・運営の
仕組みづくり 
（写真：西巣鴨二丁目公園） 




